
 
長引く物価高騰などの影響を受ける市内事業者へ、対象制度融資の信用保証料相当額を

補助金として支給します。 

制度名 補助率 

新潟県セーフティネット資金 

（物価高騰等対策特別融資） 
信用保証料２分の 1 相当分を補助（上限 30 万円） 

新潟県セーフティネット資金 

（米国関税対策特別融資） 
信用保証料２分の 1 相当分を補助（上限 15 万円） 

新潟県セーフティネット資金 

（連鎖倒産防止枠） 
信用保証料２分の 1 相当分を補助（上限 15 万円） 

新潟県フロンティア企業支援資金 信用保証料 3 分の 1 相当分を補助（上限 15 万円） 

新潟県事業再生資金 信用保証料 3 分の 1 相当分を補助（上限 15 万円） 

新潟県経営改善サポート資金 信用保証料 3 分の 1 相当分を補助（上限 15 万円） 

新潟県魅力ある職場づくり応援資金 信用保証料 3 分の 1 相当分を補助（上限 15 万円） 

新潟県事業承継資金 信用保証料 3 分の 1 相当分を補助（上限 15 万円） 
 

●募集期間 令和８年 4 月１日（水）～ 令和９年２月２６日（金） 
 

●申請方法 金融機関に融資を申し込み、融資実行後に専用フォームから申請してください。 
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate05/yushi-annai.html 

 

●問合せ 産業支援課（0258-39-2222） 

 

 金融支援を受けたい 

制度融資活用サポート補助金（信用保証料補助） 


